
　 第　19　号　 第　19　号　 第　19　号　 第　19　号

　  　令和元年度長野県一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。

　　１　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,860万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,883億2,815万2千円と

　　　する。

　　２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補

　　  正」による。

　　第１表　歳入歳出予算補正

款 項 補正前の額 補　正　額 計    

千円 千円 千円

9 国 庫 支 出 金 117,471,405 19,300 117,490,705

1 国 庫 負 担 金 60,178,713 19,300 60,198,013

13 繰 越 金 938,352 19,300 957,652
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1 繰 越 金 938,352 19,300 957,652

歳 入 合 計 888,289,552 38,600 888,328,152

款 項 補正前の額 補　正　額 計    

千円 千円 千円

7 農 林 水 産 業 費 45,364,134 38,600 45,402,734

2 畜 産 業 費 1,397,233 38,600 1,435,833

歳 出 合 計 888,289,552 38,600 888,328,152
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